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第 ２ 編 
 

国際化推進にあたっての組織・体制 
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１ 札幌市（国際部） 

(1) 機構図（2025 年（令和７年）４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際部長 国際課長 総務係 

・ 部・課の庶務・経理に関すること。 
・ 姉妹都市との提携及び交流の推進に関すること（ミュンヘン

市）。 
・ 外国諸都市との交流、接遇及び連絡調整に関すること（ヨーロ

ッパ）。 
・ 政府、他の自治体及び関係団体（札幌国際プラザ、自治体国際

化協会等）との調整に関すること。 
・ 国際交流館及び留学生交流センターに関すること。 
・ 寄附受理に関すること。 
・ 災害対策に関すること。 
・ 部内他係等の主管に属しないこと。 

多文化共生推進担当係 

・ 多文化共生・国際交流基本方針に関すること。 
・ さっぽろ外国人相談窓口の運営に関すること。 
・ 行政サービスの翻訳通訳支援に関すること。 
・ 日本語習得支援体制の整備に関すること。 
・ 医療受診コミュニケーション支援に関すること。 
・ 災害時の外国人支援に関すること。 
・ 外国人市民の社会参画促進に関すること。 
・ 庁内外の多文化意識の啓発に関すること。 
・ 名義後援に関すること。 

交流担当係 

・ 姉妹・友好都市交流の総括に関すること。 
・ 姉妹・友好都市との提携及び交流の推進に関すること（瀋陽市

及び大田広域市）。 
・ 外国諸都市との交流、接遇及び連絡調整に関すること（アジア）。 
・ 外国語表記ガイドライン(中国語、ハングル)に関すること。 
・ 国際協力（JICA事業、フェアトレード等）に関すること。 
・ 自治体国際化協会の JETプログラムに関すること。 
・ 「札幌市の国際施策」の発行に関すること。 

交流担当課長 

世界冬の都市市長会担当係 

・ 世界冬の都市市長会事務局に関すること。 
・ 姉妹都市との提携及び交流の推進に関すること（ポートランド

市及びノボシビルスク市）。 
・ 外国諸都市との交流、接遇及び連絡調整に関すること（南北ア

メリカ、オセアニア、アフリカ及び中近東）。 
・ 札幌市の概況（英語版）の発行に関すること。 
・ 外国語表記ガイドライン(英語)に関すること。 
・ 国際広報業務（札幌グローバルサイト）に関すること。 

〈参考〉国際部の機構の変遷 

■1964(S39).９.１ 総務局庶務課外事係 
■1969(S44).５.１ 秘書室渉外広報部秘書課外事係 
■1975(S50).７.１ 総務局秘書部秘書課外事主幹 
■1984(S59).５.18 総務局秘書部国際交流課 

課長職（ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝ） 
■1987(S62).６.１ 総務局秘書部国際室交流課 

企画情報課 
■1989(H１).４.１ 総務局国際部交流課 

企画情報課 
■1991(H３).７.１ 総務局国際部交流課 
■1994(H６).４.１  総務局国際部交流課 

国際交流主幹 
■1999(H11).６.１ 総務局国際部交流課 
■2005(H17).４.１ 総務局国際部交流課 

国際交流担当課長 
■2007(H19).10.１ 総務局国際部交流課 

国際交流担当課長 
ｻﾐｯﾄ支援担当部長 
ｻﾐｯﾄ支援担当課長 

■2008(H20).１.１ 総務局国際部交流課 
国際交流担当課長 

ｻﾐｯﾄ支援担当部長 
ｻﾐｯﾄ支援担当課長 
ｻﾐｯﾄ連絡調整担当課長 

■2008(H20).10.１ 総務局国際部交流課 
国際交流担当課長 

■2009(H21).７.１ 総務局国際部交流課 
国際交流担当課長 
APEC担当課長 

■2009(H21).10.１ 総務局国際部交流課 
国際交流担当課長 

APEC担当部長 
APEC担当課長 

■2010(H22).７.１ 総務局国際部交流課 
国際交流担当課長 

■2011(H23).４.１ 総務局国際部交流課 
■2024(R６).４.１ 総務局国際部国際課 

交流担当課長 

プロジェクト担当係 

・ インターナショナルスクールの誘致・拡充に関すること 
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２ 公益財団法人 札幌国際プラザ 

(1) 沿革 

札幌の市民や国際交流団体などが集い、また外国人住民や外国人観光客が気軽に訪れること

ができる場を創出するため、1987 年、本市が中心となって任意団体札幌国際交流プラザを設立

した。 

その後国際交流プラザは、1990 年に自治省より地域国際化協会に認定され、地域の国際交流

を推進する中核的組織としての役割を果たしてきたが、1991 年に、団体の財団法人化が図られ、

３Ｃ（Communication、Convention、Citizen）方式を基本理念に掲げる、財団法人 札幌国際プ

ラザが設立された。 

2011 年（平成 23 年）には、公益認定を受け、公益財団法人へ移行した。 

 

(2) 設置目的（「公益財団法人 札幌国際プラザ定款 第３条」） 

公益財団法人 札幌国際プラザは、国際都市札幌の実現を目ざし、札幌の有する歴史、文化、

風土その他の地域特性を生かした多様な交流の振興を図るとともに、多文化共生を推進し、も

って地域の発展と世界の平和に寄与することを目的とする。 

 

(3) 事業（「公益財団法人 札幌国際プラザ定款 第４条」より） 

ア  多様な国際交流や国際協力の促進 

イ 異なる文化を理解し、共生する街づくりの推進 

ウ 国際的な人材の育成 

エ 国際都市札幌の魅力の発信 

オ その他この法人の目的を達成するために必要な事業 

 

(4) 公益財団法人 札幌国際プラザ 機構図（2025 年（令和７年）４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

企画事業部 理事会 総務企画課 事務局長 

多文化交流部 推進課 

評議員会 

相談支援課 

留学生交流センター 

コンベンション 
ビューロー 

誘致戦略課 

ＭＩＣＥ振興課 

連携推進課 


